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最近、ある会社で多数の従業員

から残業代請求をされた事件（事

件は別々に審理され、担当する裁

判官も複数）がありました。事件

の 争 点 の 一 つ と し て 定額 残 業 代

の有効性の問題がありました。ご

存じのとおり、定額残業代の問題

は 割 増 賃 金 を 計 算 す る際 に 基 礎

賃金に含めるか否かにも関わり、

こ れ に よ っ て 支 払 い を命 じ ら れ

る未払い残業代の有無、金額が大

きく変わってきます。  
上記の事件では、ほとんどの裁

判 官が 定 額 残 業 代 は 有効 と の 心

証でしたが、なかには逆の心証の

裁判官もいました。一人の裁判官

などは、特に理由を説明すること

なく、印象だけで開口一番無効と

言っていました。定額残業代制度

は裁判官受けの悪い制度ですが、

最近の弊所の向井弁護士、岸田弁

護 士の ニ ュ ー ス レ タ ーで も お 伝

えしている通り、最近は定額残業

代 が有 効 と さ れ る 裁 判例 も 増 え

てきて、裁判官の定額残業代アレ

ル ギー も な く な っ て きた か と 思

います。ただ、地方の裁判所や支

部 の裁 判 所 で は ま だ まだ ア レ ル

ギ ーが 残 っ て い る 裁 判所 も あ る

と思いますので、アレルギーを払

拭するために、最高裁、高裁や東

京 地裁 の 裁 判 例 等 で 似た 事 例 が

あれば、積極的に引用するのが良

いと思います。余談ですが、別の

事件で、裁判官の交代によって管

理 監督 者 性 の 判 断 が 全く 逆 に な

ったことがあったので、定額残業

代 につ い て も 会 社 寄 りの 心 証 が

示 され て い る 事 件 で 裁判 官 が 交

替すると、どのような裁判官が担

当 にな る の か 毎 回 ヒ ヤヒ ヤ し ま

す。  
裁判官受けというと、昔話にな

りますが、ある事件の高裁の審理

でこのようなことがありました。

事件は、あまり例がない争点の事

件で、おそらく担当の裁判官も見

た こと も 考 え た こ と もな い 事 件

だったと思います。審理の中で、

相 手方 が あ る 裁 判 例 を出 し て き

て 自分 達 の 主 張 の 正 当性 を 主 張

しました。その裁判例は、確かに

一 見す る と 似 た よ う な事 案 で 先

例 にな り 得 る か の よ うに も 見 え

ますが、ところどころ違うところ

があり、ちょっと強引なこじつけ

ではないかと思われました。とこ

ろが、裁判官は、先例があって助

かったと思ったのでしょうか、相

手方の主張について「合理性があ
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ると思いますので・・・」などと

述べて、こちらに反論の機会も与

え ず審 理 を 終 結 し よ うと し ま し

た。慌てて「ちょっと待ってくだ

さい。こちらも今回の書面に反論

したいと思います。」と言って、

続行してもらいました。反論書面

を 書く た め に 色 々 と 文献 を 調 べ

たところ、司法研修所編集の本に

考 え方 の ヒ ン ト に な る記 載 が あ

り、その文献を引用して反論書面

を作成し、提出しました。そうし

たところ、迎えた裁判期日では、

前 回相 手 の 主 張 に つ いて 合 理 性

が ある よ う な こ と を 言っ て い た

裁判官が、会社側の主張について

相手方に向けて「まあ、こういう

ことらしいので・・・」みたいな

ことを言って、審理を終結しまし

た。要するに、それなりの権威の

ある文献に、そのように書かれて

いるようなので・・・という趣旨

です。結果としては、判決で会社

側 の主 張 に 基 づ い た 判断 が さ れ

ましたが、反論の機会を与えられ

ず に終 結 し て い た ら 逆の 結 論 に

なっていたと思います。このよう

に 、そ れ な り に 権 威 のあ る 文 献

（ 上記 の 例 で は 司 法 研修 所 編 集

の本）、例えば労働法の分野でい

う と菅 野 教 授 の 本 に 書か れ て い

ることは、裁判官受けが良いと言

えます。  

日頃の人事労務においても、会

社の理屈だけではなく、裁判官受

け の良 い 対 応 が 必 要 だと 思 い ま

す。会社の理屈では、例えば問題

のある社員がいた場合に、会社が

指揮命令権を持っている以上、指

導 書や 業 務 命 令 書 等 を出 す の は

当然と思われるかもしれません。

確かに、指導した記録を残す、改

善 の余 地 が な い こ と を記 録 で 残

す とい う 考 え は 間 違 いで は な い

のですが、ただ文書を出すだけで

あったり、あまりに頻発したりす

ると、裁判官受けはよくありませ

ん。面談をしたり、相手が言い訳

し てい る 点 に つ い て 修正 で き る

の であ れ ば 修 正 す る とい っ た 対

応 は裁 判 官 受 け の す る対 応 と い

うことができます。  
弊所の狩野弁護士は常日頃、事

務 所の ク ラ イ ア ン ト の人 事 担 当

者の方に対して、「敵は裁判官。

敵と言ったが、本当は、裁判官を

敵 にす る か 味 方 に つ ける か は 腕

次第。」とよく言っていましたが、

ま さに そ う い う こ と な の で し ょ

うね。  
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